（工場製作期間・現場施工期間）
令和　　年　　月　　日
競争参加資格確認申請書
西宮市上下水道事業管理者　様

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者又は受任者名
	



下記工事に係る事後審査型制限付き一般競争入札の入札参加資格の審査のため、次のとおり申請します。なお、書類の記載内容については、事実に相違ないことを誓約します。

記

	工事名
	



（１）指名競争入札参加資格者名簿登載内容
	所在地
	

	商号又は名称
	

	業種分類
	



（２）本工事に配置予定の現場代理人及び主任(監理)技術者（別紙１に記載）

（３）指名競争入札参加資格者名簿に登載されている（入札公告に記載されている入札参加資格に該当する）入札参加資格者間における資本関係・人的関係
	資本関係
	□
	無
	□
	有
	※有の場合は詳細を別紙２に記載

	人的関係
	□
	無
	□
	有
	※有の場合は詳細を別紙２に記載



（４）工事に係る設計業務等の受託者との資本関係・人的関係（設計図書等に明記されている場合）
	資本関係
	□
	無
	□
	有

	人的関係
	□
	無
	□
	有




競争参加資格確認申請書（別紙１）
（配置予定の現場代理人及び主任(監理)技術者）
[bookmark: _GoBack]
(１)工場製作期間中に配置予定の現場代理人及び主任(監理)技術者
	フリガナ
	
	配置予定
	□
	現場代理人
	□
	主任(監理)技術者

	氏　名
	
	現在従事している他工事
	□
	無
	□
	有

	生年月日
	年　　月　　日
	工事名
	

	入社年月日
	年　　月　　日
	工　期
	　　年　　月　　日まで

	資格・免許等
	
	発注者
	

	監理技術者資格者証交付番号
	
	従事役職
	

	当該工事の工場製作場所と重複するその他工事の工場製作場所の関係
	別工場
	□
	同一工場
	□



	フリガナ
	
	配置予定
	□
	現場代理人
	□
	主任(監理)技術者

	氏　名
	
	現在従事している他工事
	□
	無
	□
	有

	生年月日
	年　　月　　日
	工事名
	

	入社年月日
	年　　月　　日
	工　期
	　　年　　月　　日まで

	資格・免許等
	
	発注者
	

	監理技術者資格者証交付番号
	
	従事役職
	

	当該工事の工場製作場所と重複するその他工事の工場製作場所の関係
	別工場
	□
	同一工場
	□


※工場製作期間中に配置予定の現場代理人及び主任（監理）技術者を全員分ご記載ください。なお、記載箇所が足りない場合は、増やしていただいて構いません。

(２)現場施工期間中に配置予定の現場代理人及び主任(監理)技術者
	フリガナ
	
	配置予定
	□
	現場代理人
	□
	監理技術者補佐

	氏　名
	
	
	□
	主任(監理)技術者
	□
	別に監理技術者補佐を設置

	生年月日
	年　　月　　日
	現在従事している他工事
	□
	無
	□
	有

	入社年月日
	年　　月　　日
	工事名
	

	資格・免許等
	
	工　期
	　　年　　月　　日まで

	
	
	発注者
	

	監理技術者資格者証交付番号
	
	従事役職
	

	本工事と重複しないための対応措置
	



	フリガナ
	
	配置予定
	□
	現場代理人
	□
	監理技術者補佐

	氏　名
	
	
	□
	主任(監理)技術者
	□
	別に監理技術者補佐を設置

	生年月日
	年　　月　　日
	現在従事している他工事
	□
	無
	□
	有

	入社年月日
	年　　月　　日
	工事名
	

	資格・免許等
	
	工　期
	　　年　　月　　日まで

	
	
	発注者
	

	監理技術者資格者証交付番号
	
	従事役職
	

	本工事と重複しないための対応措置
	


※現場施工期間中に配置予定の現場代理人及び主任（監理）技術者を全員分ご記載ください。なお、記載箇所が足りない場合は、増やしていただいて構いません。
競争参加資格確認申請書（別紙２）
（入札参加資格者間における資本関係・人的関係）

入札参加申請日現在、指名競争入札参加資格者名簿に登載されている（入札公告に記載されている入札参加条件に該当する）入札参加資格者間における資本関係又は人的関係がある者は、次のとおりで相違ありません。
	資本関係

	① 会社法第2条第3号及び第4号の規定による親会社又は子会社について
	② ①に記載した親会社の他の子会社(自社を除く）

	商号又は名称
	商号又は名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	人的関係

	役員等の兼任状況

	当社の役員等
	兼任先及び兼任先での役職

	役職名
	氏名
	商号又は名称
	役職名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


「役員」は、会社の代表権を有する取締役（代表取締役）・取締役（社外取締役を含む。ただし、委員会設置会社の取締役を除く。）・会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された、管財人又は委員会設置会社における執行役又は代表執行役をいう。
（※取締役には、非常勤を含む。※監査役、会計参与、執行役員は該当しない。）
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